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Ⅳ 支援費基準について

１ 施設訓練等支援に係る特定日常生活費等の内容：省令

（１）身体障害者施設支援に係る特定日常生活費

○省令案

身体障害者福祉法第17条の10第１項の厚生労働省令で定める費用は、身体障

害者施設支援において提供される便宜のうち、被服費、日用品費その他の日常

生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担さ

せることが適当と認められるものとする旨規定。

○省令案の説明

・被服費

入所者が施設を利用するか否かに関わらず、日常生活において通常必要とな

る下着、寝間着等の被服に係る費用をいう。

・日用品費

入所者が施設を利用するか否かに関わらず、日常生活において通常必要とな

る歯ブラシ、化粧品、タオル等の日用品に係る費用をいう。

・その他の日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入

所者に負担させることが適当と認められるもの

入所者が施設を利用するか否かに関わらず、日常生活において通常必要とな

るものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められる

ものをいう。

なお、施設により行われる便宜の供与であっても、指定施設支援と関係のな
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いもの（入所者の事情により必要となる嗜好品・いわゆる贅沢品の購入、理美

容代、私物の外部へのクリーニング代等）について、施設が立て替え払いする

ような場合は、指定施設支援とは関係のない費用として入所者が負担するもの

である。

また、施設が入所者の金銭の出納管理に係る便宜の供与を行う場合もこれに

係る費用は、指定施設支援とは関係のない費用として入所者が負担するもので

ある。

※ 知的障害者施設支援について、被服費、日用品費及びその他の日常生活にお

いても通常必要となるものについては、支援費の対象としており入所者に負担

させることは適当ではない。

ただし、施設により行われる便宜であっても、指定施設支援と関係ないもの

(入所者の事情により必要となる嗜好品・いわゆる贅沢品の購入、理美容代、

私物の外部へのクリーニング代)について、施設が立て替え払いをするような

場合は、指定施設支援とは関係ない費用として入所者が負担するものである。

（２）通勤寮支援日常生活費

○省令案

知的障害者福祉法第15条の11第１項の厚生労働省令で定める費用は、通勤寮

支援において提供される便宜のうち、食材料費、被服費、日用品費その他の日

常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所者に負担させ

ることが適当と認められるものとする旨規定。



- 101 -

○省令案の説明

・食材料費

施設が入所者に食事を提供する場合に必要な食材料費をいう。

・被服費

入所者が施設を利用するか否かに関わらず、日常生活において通常必要とな

る下着、寝間着等の被服に係る費用をいう。

・日用品費

入所者が施設を利用するか否かに関わらず、日常生活において通常必要とな

る歯ブラシ、化粧品、タオル等の日用品に係る費用をいう。

・その他の日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入

所者に負担させることが適当と認められるもの

入所者が施設を利用するか否かに関わらず、日常生活において通常必要とな

るものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められる

ものをいう。

なお、施設により行われる便宜の供与であっても、指定施設支援と関係のな

いもの（嗜好品・いわゆる贅沢品の購入、理美容代、私物の外部へのクリーニ

ング代等）について、施設が立て替え払いするような場合は、指定施設支援と

は関係のない費用として入所者が負担するものである。



- 102 -

２ 居宅生活支援に係る特定費用等の内容：省令

（１）デイサービスに係る特定費用

○省令案

（身体障害者（知的障害者 ））

身体障害者福祉法第17条の４第１項（知的障害者福祉法第15条の５第１項）

の厚生労働省令で定める費用は、身体障害者デイサービス（知的障害者デイサ

ービス）において提供される便宜のうち、入浴に係る光熱水費、食事の提供に

係る食材料費、創作的活動に係る材料費その他の日常生活においても通常必要

となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認めら

れるものとする旨規定。

（障害児）

児童福祉法第21条の10第１項の厚生労働省令で定める費用は、児童デイサー

ビスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるもの

に係る費用であって、その利用者又は保護者に負担させることが適当と認めら

れるものとする旨規定。

○省令案の説明

・入浴に係る光熱水費

事業者が利用者に入浴サービスを提供する場合に必要な光熱水費をいう。

・食事の提供に係る食材料費

事業者が利用者に給食サービスを提供する場合に必要な食材料費をいう。
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・創作的活動に係る材料費

事業者が利用者に手芸、工作等の創作的活動に係るサービスを提供する場合

に必要な材料費をいう。

・その他の日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利

用者（保護者）に負担させることが適当と認められるもの

利用者がサービスを利用するか否かに関わらず、日常生活において通常必要

となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認めら

れるものをいう。

なお、事業者により行われる便宜の供与であっても、指定居宅支援と関係の

ないもの（創作的活動のための被服、利用者の事情により必要となるおむつ代

等）について、事業者が立て替え払いするような場合は、指定居宅支援とは関

係のない費用として利用者が負担するものである。

（２）短期入所に係る特定費用

○省令案

身体障害者福祉法第17条の４第１項（知的障害者福祉法第15条の５第１項、

児童福祉法第21条の10第１項）の厚生労働省令で定める費用は、身体障害者短

（ 、 ） 、期入所 知的障害者短期入所 児童短期入所 において提供される便宜のうち

食材料費、日用品費その他の日常生活においても通常必要となるものに係る費

用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるものとする旨規

定。
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○省令案の説明

・食材料費

事業者が利用者に食事を提供する場合に必要な食材料費をいう。

・日用品費

利用者が短期入所を利用するか否かに関わらず、日常生活において通常必要

となる歯ブラシ、化粧品、タオル等の日用品に係る費用をいう。

・その他の日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利

用者(保護者)に負担させることが適当と認められるもの

利用者が短期入所を利用するか否かに関わらず、日常生活において通常必要

となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認めら

れるものをいう。

なお、事業者により行われる便宜の供与であっても、指定居宅支援と関係の

ないもの（被服、利用者の事情により必要となる嗜好品・いわゆる贅沢品の購

入等）について、事業者が立て替え払いするような場合は、指定居宅支援とは

関係のない費用として利用者が負担するものである。

（３）知的障害者地域生活援助に係る特定日常生活費

○省令案

知的障害者福祉法第15条の５第１項の厚生労働省令で定める費用は、知的障

害者地域生活援助において提供される便宜のうち、家賃、食材料費、日用品費

その他の日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利

用者が負担することが適当と認められるものとする旨規定。
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○省令案の説明

・家賃

事業者が提供する知的障害者地域生活援助に必要な住居に係る家賃（共益費

を含む 、敷金、礼金等をいう。。）

・食材料費

事業者が利用者に食事を提供する場合に必要な食材料費をいう。

・日用品費

利用者が知的障害者地域生活援助を利用するか否かに関わらず、日常生活に

、 、 。おいて通常必要となる歯ブラシ 化粧品 タオル等の日用品に係る費用をいう

・その他の日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利

用者に負担させることが適当と認められるもの

利用者が知的障害者地域生活援助を利用するか否かに関わらず、日常生活に

おいて通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させること

が適当と認められるものをいう。

なお、事業者により行われる便宜の供与であっても、指定居宅支援と関係の

ないもの（被服・嗜好品・いわゆる贅沢品・個人専用の家具什器の購入等）に

ついて、事業者が立て替え払いするような場合は、指定居宅支援とは関係のな

い費用として利用者が負担するものである。
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３ 支援費等の都道府県又は国の負担：政令

（１）身体障害者

身体障害者福祉法第３７条第１項又は第３７条の２第１項の規定による都道府県

又は国の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う旨、政令に規定する

予定。

①施設訓練等支援費の支給に要する費用

身体障害者更生施設、身体障害者療護施設及び特定身体障害者授産施設に係る

施設訓練等支援費の支給に要する費用については、身体障害者福祉法第１７条の

１０第２項第１号に掲げる厚生労働大臣が定める基準によって算定した費用の額

から、同項第２号に掲げる厚生労働大臣が定める基準によって算定した額を控除

して得た額

②施設入所の措置に要する費用

身体障害者更生施設、身体障害者療護施設及び特定身体障害者授産施設に係る

身体障害者福祉法第１８条第３項の行政措置に要する費用については、厚生労働

大臣が定める基準によって算定した当該措置に要する費用の額から、厚生労働大

臣が定める基準によって算定した当該費用に係る身体障害者法第３８条第４項の

規定による徴収金の額を控除した額

（２）知的障害者

知的障害者福祉法第２５条第１項又は第２６条第１項の規定による都道府県又は

、 、 、 。国の負担は 各年度において 次に掲げる額について行う旨 政令に規定する予定

①施設訓練等支援費の支給に要する費用

知的障害者更生施設、特定知的障害者授産施設及び心身障害者福祉協会の設置

する福祉施設に係る施設訓練等支援費の支給に要する費用については、知的障害



- 107 -

者福祉法第１５条の１１第２項第１号に掲げる厚生労働大臣が定める基準によっ

て算定した費用の額から、同項第２号に掲げる厚生労働大臣が定める基準によっ

て算定した額を控除して得た額

②施設入所の措置に要する費用

知的障害者更生施設、特定知的障害者授産施設及び心身障害者福祉協会の設置

する福祉施設に係る知的障害者福祉法第１６条第１項第２号の行政措置に要する

費用については、厚生労働大臣が定める基準によって算定した当該措置に要する

費用の額から、厚生労働大臣が定める基準によって算定した当該費用に係る知的

障害者福祉法第２７条の規定による徴収金の額を控除した額

４ 支援費等の都道府県又は国の補助：政令

（１）身体障害者

身体障害者福祉法第３７条第２項又は第３７条の２第２項の規定による都道府県

又は国の補助は、各年度において、次に掲げる額について行う旨、政令に規定する

予定。

①居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給に要する費用

身体障害者居宅介護、身体障害者デイサービス及び身体障害者短期入所に係る

居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給に要する費用については、身体障

害者福祉法第１７条の４第２項第１号に掲げる厚生労働大臣が定める基準（身体

障害者福祉法第１７条の６第２項において準用する場合を含む ）によって算定。

した費用の額から、身体障害者福祉法第１７条の４第２項第２号に掲げる厚生労

働大臣が定める基準（身体障害者福祉法第１７条の６第２項において準用する場

合を含む ）によって算定した額を控除して得た額。
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②居宅支援の措置に要する費用

身体障害者居宅介護、身体障害者デイサービス及び身体障害者短期入所に係る

身体障害者福祉法第１８条第１項の行政措置に要する費用については、厚生労働

大臣が定める基準によって算定した当該措置に要する費用の額から、厚生労働大

臣が定める基準によって算定した当該費用に係る身体障害者福祉法第３８条第４

項の規定による徴収金の額を控除した額

（２）知的障害者

知的障害者福祉法第２５条第２項又は第２６条第２項の規定による都道府県又は

、 、 、 。国の補助は 各年度において 次に掲げる額について行う旨 政令に規定する予定

①居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給に要する費用

知的障害者居宅介護、知的障害者デイサービス及び知的障害者短期入所に係る

居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給に要する費用については、知的障

害者福祉法第１５条の５第２項第１号に掲げる厚生労働大臣が定める基準（知的

障害者福祉法第１５条の７第２項において準用する場合を含む ）によって算定。

した費用の額から、知的障害者福祉法第１５条の５第２項第２号に掲げる厚生労

働大臣が定める基準（知的障害者福祉法第１５条の７第２項において準用する場

合を含む ）によって算定した額を控除して得た額。

②居宅支援の措置に要する費用

知的障害者居宅介護、知的障害者デイサービス及び知的障害者短期入所に係る

知的障害者福祉法第１５条の３２第１項の行政措置に要する費用については、厚

生労働大臣が定める基準によって算定した当該措置に要する費用の額から、厚生

労働大臣が定める基準によって算定した当該費用に係る知的障害者福祉法第２７

条の規定による徴収金の額を控除した額
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（３）障害児

児童福祉法第５３条の２又は法第５５条の２の規定による都道府県又は国の補助

は、各年度において、次に掲げる額について行う旨、政令に規定する予定。

①居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給に要する費用

児童居宅介護、児童デイサービス及び児童短期入所に係る居宅生活支援費又は

特例居宅生活支援費の支給に要する費用については、児童福祉法第２１条の１０

第２項第１号に掲げる厚生労働大臣が定める基準（児童福祉法第２１条の１２第

２項において準用する場合を含む ）によって算定した費用の額から、児童福祉。

法第２１条の１０第２項第２号に掲げる厚生労働大臣が定める基準（児童福祉法

第２１条の１２第２項において準用する場合を含む ）によって算定した額を控。

除して得た額

②居宅支援の措置に要する費用

児童居宅介護、児童デイサービス及び児童短期入所に係る児童福祉法第２１条

の２５第１項の行政措置に要する費用については、厚生労働大臣が定める基準に

よって算定した当該措置に要する費用の額から、厚生労働大臣が定める基準によ

って算定した当該費用に係る児童福祉法第５６条第２項の規定による徴収金の額

を控除した額
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(参照条文)

１関係

○身体障害者福祉法(改正後、抄)

（施設訓練等支援費の支給）

市町村は、次条第５項に規定する施設支給決定身体障害者が、同条第３第17条の10

（ 「 」 。）項の規定により定められた同項第１号の期間 以下 施設支給決定期間 という

内において、都道府県知事が指定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設又

は特定身体障害者授産施設（以下「指定身体障害者更生施設等」という ）に入所。

の申込みを行い 当該指定身体障害者更生施設等から身体障害者施設支援 以下 指、 （ 「

定施設支援」という ）を受けたときは、当該施設支給決定身体障害者に対し、当。

該指定施設支援に要した費用（日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める

費用（以下「特定日常生活費」という ）を除く ）について、施設訓練等支援費を。 。

支給する。

○知的障害者福祉法(改正後、抄)

（施設訓練等支援費の支給）

市町村は、次条第５項に規定する施設支給決定知的障害者が、同条第３第15条の11

項の規定により定められた同項第１号の期間内において、都道府県知事が指定する

知的障害者更生施設、特定知的障害者授産施設若しくは知的障害者通勤寮又は心身

（ 「 」 。）障害者福祉協会の設置する福祉施設 以下 指定知的障害者更生施設等 という

に入所の申込みを行い 当該指定知的障害者更生施設等から知的障害者施設支援 以、 （

下「指定施設支援」という ）を受けたときは、当該施設支給決定知的障害者に対。

し、当該指定施設支援に要した費用（知的障害者通勤寮支援に要する費用における

日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用（以下「通勤寮支援日常生

活費」という ）を除く ）について、施設訓練等支援費を支給する。。 。

２関係

○身体障害者福祉法(改正後、抄)

（居宅生活支援費の支給）

市町村は、次条第５項に規定する居宅支給決定身体障害者が、同条第３第17条の４

（ 「 」 。）項の規定により定められた同項第１号の期間 以下 居宅支給決定期間 という

内において、都道府県知事が指定する者（以下「指定居宅支援事業者」という ）。

に身体障害者居宅支援の利用の申込みを行い、当該指定居宅支援事業者から当該指

定に係る身体障害者居宅支援（以下「指定居宅支援」という ）を受けたときは、。

当該居宅支給決定身体障害者に対し、当該指定居宅支援（同項の規定により定めら

れた同項第２号に規定する量の範囲内のものに限る。以下この条及び次条において

同じ ）に要した費用（身体障害者デイサービスに要した費用における日常生活又。
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は創作的活動に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用及び身体障害者短期入

所に要した費用における日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用

（以下「特定費用」という ）を除く ）について、居宅生活支援費を支給する。。 。

○知的障害者福祉法(改正後、抄)

（居宅生活支援費の支給）

市町村は、次条第５項に規定する居宅支給決定知的障害者が、同条第３第15条の５

（ 「 」 。）項の規定により定められた同項第１号の期間 以下 居宅支給決定期間 という

内において、都道府県知事が指定する者（以下「指定居宅支援事業者」という ）。

に知的障害者居宅支援の利用の申込みを行い、当該指定居宅支援事業者から当該指

定に係る知的障害者居宅支援（以下「指定居宅支援」という ）を受けたときは、。

当該居宅支給決定知的障害者に対し、当該指定居宅支援（同項の規定により定めら

れた同項第２号に規定する量の範囲内のものに限る。以下この条及び次条において

同じ ）に要した費用（知的障害者デイサービスに要した費用における日常生活又。

は創作的活動に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用及び知的障害者短期入

所に要した費用における日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用

（以下「特定費用」という ）並びに知的障害者地域生活援助に要した費用におけ。

る日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用（第３項及び次条におい

て「特定日常生活費」という ）を除く ）について、居宅生活支援費を支給する。。 。

○児童福祉法(改正後、抄)

市町村は、次条第５項に規定する居宅支給決定保護者が、同条第３項の第21条の10

規定により定められた同項第１号の期間（以下「居宅支給決定期間」という ）内。

において、都道府県知事が指定する者（以下「指定居宅支援事業者」という ）に。

児童居宅支援の利用の申込みを行い、当該指定居宅支援事業者から当該指定に係る

児童居宅支援（以下「指定居宅支援」という ）を受けたときは、当該居宅支給決。

定保護者に対し、当該指定居宅支援（同項の規定により定められた同項第２号に規

定する量の範囲内のものに限る。以下この条及び次条において同じ ）に要した費。

用（児童デイサービスに要した費用における日常生活又は創作的活動に要する費用

のうち厚生労働省令で定める費用及び児童短期入所に要した費用における日常生活

に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用（以下「特定費用」という ）を除。

く ）について、居宅生活支援費を支給する。。


